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 １月２５日、第７回口頭弁論が開催され結審しました。 

判決は３月２９日１３時１０分よりと決定しました。 

私たちは既にボーナスカット者ゼロを勝ち取りました。裁判の勝利

も確信して最後まで闘おう！！ 

 

 

 

 

 

裁判長：主尋問の最後に、言っておきたいことはありますか。 

成 田：ボーナスカット攻撃で、私たちの組合を縮小化させる攻撃ということ

は、今なお続いているわけですけれども、私たちはそれに対してしっか

り闘いをつくっていくということで、労働者の利益を守りたいなという

ふうに思っています。 

今日も多くの人達が傍聴に来てくれています。その傍聴は現役だけで

なく、ＯＢの方々まで来てくれているんです。 ですから、先輩達もこ

のＪＲ東海の行く末をしっかり、ちゃんとしたものにしたいというふう

な思いがあって、こういうふうに来てくれているんだというふうに思い

ます。そういう意味で、労働組合がしっかりしていないと、私は会社が

良くならないというふうに思いますので、この裁判を通じても、そうい

うことをしっかり訴えていきたいなというふうに私は思っています。 

       （第６回口頭弁論調書より） 

           

 

裁判長：あなたに対する今回の減率適用というものは、ＪＲ東海労働組

合の運動に対する被告側の対策の１つだというふうにあなたは

考えておられるということですか。 

成 田：その通りです。ＪＲ東海労働組合の運動を拡大させない、縮少

させるという目的のために、こういうことをやってきていると

いうふうに私は思っています。  （第６回口頭弁論調書より）           

 


